
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※小学校は義務教育学校前期課程、中学校は義務教育学校後期課程を含む。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 児童生徒の不登校の状況について 

（１）不登校の定義   令和６年４月１日から令和７年３月 31日までに 30日以上欠席した長期欠席児童・生徒のうち、 

何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、児童・生徒が登校しない、ある 

いはしたくてもできない状況にあることをいう（ただし、病気や経済的な理由によるものを除く）。 

（３）これまでの取組 
① 令和６年３月に「KOTO こどもかがやきプラン」（江東区不登校総合対 

策（第３次）」を策定。不登校児童・生徒だけでなく、江東区のすべて 
のこどもたちのために、「目指す姿」「実現させる取組」を示す。 

 ② 不登校担当者連絡会（年４回）・不登校未然防止連絡会（年１回）の実 
施。小・中学校間で連携した対応策等を協議。 

 ③ 区独自に不登校調査の実施（分析結果を未然防止、改善に生かす）。 
④ スクールソーシャルワーカー(SSW)を積極的に活用した関係機関との 

連携及び長期欠席児童生徒対応の充実。 
⑤ 増加する不登校児童・生徒に対応するために、ブリッジスクールへの

入室対象学年を小学校１年生〜中学校３年生までに拡大するととも
に、通室日数の制限をなくす。 

⑥ 登校しぶりの児童・生徒への登校支援として「学校と家庭の連携事業」 
の支援員を活用（令和６年度は小学校６校、中学校４校）。 

⑦ 不登校及び不登校傾向の児童・生徒に対する、教室以外の居場所にお
ける支援を行うことを目的として「校内別室指導支援員配置事業」を
令和５年度より実施（令和５年度：小学校３校 中学校１２校、令和６
年度：小学校１３校 中学校１３校）。不登校担当者連絡会にて、別室
指導における好事例を発表し合い、自校にて実践できるようにした。 

⑧ 中学校における不登校対応巡回教員の配置により、不登校未然防止と
して、学校内の居場所づくりや絆づくりを行った上、教員が不登校に
ついての理解を深め、不登校生徒への適切な対応を行えるよう、校内
研修を実施した。（令和６年度：拠点校１校 巡回校４校） 

 
【令和６年度ブリッジスクール通室児童・生徒数】 (  )内は令和５年度の数値 

（４）今後の対応 
① 「KOTO こどもかがやきプラン」（江東区不登校総合対策（第３

次）」に基づき、オンラインの活用をはじめ、児童・生徒一人一人の
状況に合わせた支援の一層の充実を図る。 

② 不登校児童・生徒のニーズに応じて選択できるよう、ブリッジスクー 
ル、校内別室、バーチャルラーニングプラットフォーム（仮想空間 
における児童・生徒支援）等の環境を整備していく。 

 ③ 多様化する不登校児童・生徒の状況に対応し、専門機関等による支
援ゼロの児童・生徒ゼロを実現するために、スクールカウンセラー
やスクールソーシャルワーカー等の支援を充実させる。 

 ④不登校対応巡回教員の増員により、各校の不登校未然防止、早期対
応の力を向上させていく。 

 ⑤全校における校内別室指導支援員配置により、各校の実態に応じた 
別室指導が効果的に行われるようにしていく。 

（２）調査結果の概要 (  )内は令和５年度の数値 

項目 学校数 不登校在籍 
学校数 

不登校 
児童・生徒数 出現率(％) 学校復帰率 

(％) 

小学校 46 
（46） 

46 
（46） 

533 
（551） 

2.08 
（2.14） 

38 
（55） 

中学校 24 
（24） 

24 
（24） 

576 
（592） 

6.96 
（7.08） 

64 
（69） 

校内別室指導
支援員配置校 

26 
（15） 

26 
（15） 

565 
（405） 

4.39 
（5.76） 

58 
（67） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

不登校児童・生徒数は、小学校 533 人〔2.08％〕、
中学校 576 人〔6.96％〕であり、前年度と比較す
ると、不登校児童・生徒数が減少し、出現率は小
学校で 0.06 ポイント、中学校で 0.12 ポイント減
少した。これは、平成２９年以来、７年ぶりの減
少となった。不登校児童・生徒の学校復帰率は、
小学校で 38％、中学校は 64％であり、前年度か
らは減少したものの、令和４年度と比較すると
小・中ともに増加している。 
※〔  〕内は出現率、学校復帰率とは「指導の結果登校す

る又はできるようになった児童生徒」の割合である。 

①不登校児童・生徒数のグラフについて 
  不登校児童・生徒数は、前年度までは増加傾向にあったが、

令和６年度では、小学校・中学校ともに減少している。 
②不登校児童・生徒の出現率のグラフについて 
  不登校出現率は、在籍児童・生徒（学校基本調査による）に

占める不登校児童・生徒数の割合である。令和 6 年度は、前年
度より、小学校は 0.06 ポイント、中学校は 0.12 ポイント減少
している。これは、東京都よりも低い値である。 

③不登校児童・生徒のうち学年教員以外の支援ゼロの児童・生徒
の割合のグラフについて 

  「支援ゼロの児童・生徒」とは、養護教諭やスクールカウン
セラー、スクールソーシャルワーカー等、学校内外の機関等で
専門的な相談指導を受けていない児童・生徒のことである。前
年度と比較すると、小学校、中学校ともに改善が見られる。特
に校内別室指導支援員配置校は大幅に数値が減少し、専門的な
機関との連携が進んでいる。 

教室 小 1 小 2 小 3 小 4 小 5 小 6 中 1 中 2 中 3 計 
合計 ４ 

(2) 
12 
(6) 

14 
(13) 

14 
(15) 

22 
(17) 

23 
(33) 

34 
(32) 

53 
(52) 

58 
(55) 

234 
(225) 

＊令和６年度中学校３年生進路先  都立高校(28)、私立高校(23)、サポート校(７) 

①から③のグラフについて 

令和７年１２月８日 
指   導   室 
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※小学校は義務教育学校前期課程、中学校は義務教育学校後期課程を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な特徴】 
○いじめの認知件数は、小学校では１年

生が 683 件で最も多く、次いで２年生
が 656 件となっている。中学校は１年
生が 185 件で最も多くなっている。 

○小・中学校ともに合計すると男子が多
いが、中学校３年生では女子がやや多
くなっている。 

○発見のきっかけは、アンケート調査等
の学校の取組によるものが多く、全体
の 75％を占めている。 

 
【主な対応】 
○学校いじめ防止基本方針に基づいた

全教職員のいじめへの確実な対応(い
じめの定義に基づく確実な認知) 

○学校いじめ対策委員会の確実な実施
と組織的な対応の充実 

○個人面談や無記名アンケートの実施
によるいじめの早期発見と早期対応 

○ＳＮＳルールの順守及びいじめ撲滅
に向けた児童生徒主体の取組の実施 

 
 
 
 
 
 
 

件 率 件 

（１）いじめの定義   児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童生徒と一定 

の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネッ 

トを通じて行われるものを含む）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛 

を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外は問わない。 

（４）今後の対応 
① 「Action24」をさらに推進し、全児童・生徒や保護者も「心配なこと」等

を教職員に相談することを促し、早期発見・早期支援等を推進する。 
② 引き続き、全ての教職員が「学校いじめ防止基本方針」を正しく理解し、

「いじめ防止において必ず取り組む１８の項目」の取組を徹底することに
より、実効的ないじめ防止対策を推進する。 

③ 「いじめは絶対に許さない」という学校（学級）風土を築くため、児童・
生徒主体となった取組を一層推進するとともに、多様性を認め、自他を尊
重し、人権を侵害しない態度を育成するための人権教育を推進する。 

④ ICT 機器等を利用して、他者を傷付けたり、いじめとなるような発言を行
ったりすることのないよう、人権を尊重した教育活動に努めるため、
「GIGA ワークブックとうきょう」等を活用し、学習者用端末等のより適
切な利用について主体的に考えさせる指導を推進する。 

  ⑤ 「重大事態」に至ることなく、いじめ問題の早期解決を図るために、日ご
ろから教職員がいじめへのアンテナを高くして、定義に基づく確実ないじ
めの認知を行うとともに、「学校いじめ対策委員会」を中心とする組織的
な対応の一層の促進を図る。 

（２）調査結果の概要 
 

 いじめの認知件数は、小学校 4,931
件、中学校 445 件、計 5,376 件であり、
前年度より小学校で 352 件の増加、中
学校で 73 件の減少である。 
 中学校では、生徒主体のいじめ防止
活動等の効果により、認知件数は減少
した。小学校では、素早く認知をして、
丁寧に対応することを心がけている。 
※いじめの認知件数は、令和６年度間におい

て、いじめの定義に該当するいじめを受けた
児童・生徒ごとに１件として数える。 

 解消しているものの割合は、小学校 
79.0％、中学校 82.5％、計 79.3％であ 
る。前年度より小学校で 5.2％の増加、 
中学校で 7.6％増加している。これは、 
「Action24」や「SOS の出し方教育」に 
よって、児童・生徒自らが心配なことを 
大人に相談し、相談された教職員は素早 
く対応している成果と考えられる。 
※解消しているものの割合については、令和 7 年３

月 31 日現在の割合である。「解消している」状態と
は、少なくとも次の２つの要件が満たされている状
態である。 

 ①いじめに係る行為の解消：被害者に対する心理的
又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状
態が相当の期間（少なくとも３か月を目安とす
る）継続していること。 

 ②被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと：
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断
する時点において、被害児童生徒が心身の苦痛を
感じていないと認められること。 

校種 項目 R2 R3 R4 R5 R6 

小学校 
認知件数 2,782 3,567 3,699 4,579 4,931 

解消しているものの割合 76.6％ 75.7％ 84.5％ 73.8％ 79.0％ 

中学校 
認知件数 291 333 442 518 445 

解消しているものの割合 72.9％ 74.2％ 87.1％ 74.9％ 82.5％ 

計 
認知件数 3,073 3,900 4,141 5,097 5,376 

解消しているものの割合 76.2％ 75.6％ 84.8％ 73.9％ 79.3％ 

令和６年度 児童生徒のいじめの状況について 令和７年１２月８日 
指   導   室 

（３）これまでの取組 
① 「江東区いじめ防止基本方針」「健全育成総合対策〜いじめの防止に向けて〜」 

の策定（平成 30 年３月に改定）。リーフレット『「いじめ見逃し０」をめざ 
す』を全校に配布。 

② 「江東区いじめ問題対策連絡協議会」を年２回開催。区又は学校におけるいじ 
めの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策の推進に 
関する事項について協議。 

③  全校で「学校いじめ防止基本方針」を策定するとともに、「学校いじめ対策委 
員会」を中心とする組織的ないじめ防止対策を行う。また、ふれあい月間に 
おける「教員シート」を活用し、「PDCA サイクルによる評価・改善」を実施。 

④  「いじめ防止において必ず取り組む１８の項目」に基づき、全校で「学校いじ
め防止に関する年間計画」を作成。いじめに関する教員研修を年間３回以上
実施するとともに、いじめに関する授業を年間３回以上実施。全児童・生徒
対象の年間３回以上のいじめアンケートを実施。ＤＶＤ教材等を活用した「Ｓ
ＯＳの出し方教育」の実施。 

⑤ 「Action24」をテーマとして、全ての教職員が「その日のうちに行動する」こ
とを意識し、早期発見・早期支援等、実効的な取組を実施。 

⑥ 生徒主体の校内いじめ防止活動や近隣小学校への出前授業の実施など、小学
校と中学校が連携して児童・生徒主体となったいじめ未然防止の取組を実施。 
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